
別紙 

公の施設の指定管理者の指定について 

 

山形市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第５条の規定により、次のとおり指

定管理者を指定しました。 

 

 

１ 施設名  山形市漆山デイサービスセンター 

 

２ 指定管理者 

名 称  社会福祉法人山形市社会福祉協議会 

所在地  山形市城西町二丁目２番２２号 

 

３ 指定期間  令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで（１年） 

 

４ 申請団体数  １団体（非公募） 

 

５ 指定管理者選定評価審査委員会 

（１）開催日  令和６年２月１日（木） 

（２）審査委員構成 ５名（市職員２名、大学准教授、弁護士、公認会計士） 

（３）審査の基準及び方法 

山形市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第３条第２項の規定により設

定した審査基準に基づき、事業計画書、収支予算書等の申請書類及び当日のプレゼンテーショ

ンをもとに審査を行いました。 

 

６ 審査結果 

   

№ 審査基準 審査項目 審査ポイント 満点 
社会福祉法人 

山形市社会福祉協議会 

1 

1平等利用の確保 
（手続条例第 3条第 2項第

1号） 

①施設の平等利用を図る
ための具体的手法と期待

される効果 

・処遇が難しい要介護高齢者等への
配慮 

・事業内容に偏りがないか。 
・できるだけ不特定多数の住民の利
便性について配慮しているか。 

５０ ３８ 

2 

2 施設の設置目的の効果
的・効率的達成 

（手続条例第 3条第 2項第
2号） 

①施設の設置目的と管理
に対する基本的考え方

（管理運営方針） 

・市が示す管理運営方針と申請者が
提案する方針が合致しているか。 

・申請者の法令遵守の姿勢及び経営
モラルは適切か。 

５０ ３４ 

3 
②施設の管理運営経費の

内容 

・経費縮減への取組みは十分か。 

 ５０ ３２ 

4 

③収支計画の最適性及び

実現可能性 

・収支の積算と事業計画は整合性が

図られているとともに、適正な財
務処理が行われると見込まれる
か。 

・収支計画は実現可能なものか。 

５０ ３４ 



 

5 

④サービス向上を図るた
めの具体的手法と期待さ

れる効果 

・サービス向上のための取組み内容
は適切か。 

・仕様書で示した内容への提案は適
切か。 

・自主事業の企画は、市が意図して

いるものと合致しているか。 
・施設の機能や設備を十分に活用し
ているか。 

・市が求める管理の基準に合致して
いるか。 

 

５０ ３４ 

6 

⑤安全管理等に関する取

組み 

・施設の安全管理、利用者の安全管

理、個人情報保護への取組みは十
分か。 

 

５０ ３４ 

7 

⑥利用者満足度向上のた
めの工夫 

・利用者の苦情に対する対応が十分
か。 

・苦情や要望を管理に反映する工夫
はなされているか。 

５０ ３６ 

8 
⑦施設の維持管理の効率

性 

・維持管理は効率的に計画されてい

るか。 ５０ ３２ 

9 

3 施設管理を安定的に行う

能力 
（手続条例第 3条第 2項第
3号） 

①安定的な運営が可能と

なる人的能力 

・人員体制は十分か。 

・必要な有資格者は充足しているか。 
・人員の採用、確保については適切
か。 

・人員の育成、研修体制は十分か。 

５０ ３６ 

10 

②安定的な運営が可能と

なる経営的基盤 

・申請者の財務状況は健全であるか。 

・金融機関、出資者等の支援体制は
万全か。 

５０ ３４ 

11 

4 施設の性質又は目的に応

じたその他必要な基準 
（手続条例第 3 条第 2 項第
4号） 

①同種施設の管理運営実

績 

・デイサービスセンター等の類似施

設の管理運営実績はどうか。 ５０ ３８ 

12 

②通所介護事業の実績及
び計画状況 

・通所介護事業に関わってきた実績
及び計画内容は十分か。 

・事業実施において関連団体との連
携・協力体制が構築されているか。 

５０ ３６ 

13 
③修繕及び保守管理業務
への対応 

・平常時及び緊急時に迅速かつ的確
に対応できる体制がとられている
か。 

５０ ３２ 

14 

➃地域貢献 ・地域と連携して行う取組みの内容
は十分か。 

・地元雇用に配慮しているか。 
・市内業者の積極的な活用に配慮さ
れているか。 

５０ ４０ 

合計 ７００ ４９０ 

 
得点 

比率 
７０．０％ 


